
LINE公式アカウント
沖縄県ｰ新型コロナ対策パーソナルサポート

もしもの時の備えをサポート

～事業者の皆様向け利用方法～

『RICCA(リッカ）』
（Real-time Interactive CORONA Catch Application)



「 RICCA(リッカ） 」とは
○新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止すること
○県民の皆様に安心して施設等を利用していただくこと
を目的に実施する取組です。

施設やイベント会場などに掲示されたQRコードを、利用者がLINEアプリで読み取ることで、
利用された施設等の場所・日時が登録されます。
後日、施設等を利用された方に感染が判明した際に、県が不特定の方への感染の恐れ
が高いと判断した場合など必要に応じて、同じ日、同じ時間帯に同じ施設等を利用された
方に、県から感染拡大防止に向けたお知らせを送ります。
QRコード発行申請 QRコード掲示 QRコード読み取り 沖縄県からお知らせ

WebフォームからQRコードの発行
申請をする

発行されたQRコードを施設等に掲
示して、利用者に読み取りを呼びか
ける

利用者は施設等を訪れたときにQR
コードを読み取る

同じ施設等の利用者に新型コロナ
ウイルスの感染が確認され、県が不
特定の方への感染の恐れが高いと
判断した場合に対象者にLINEメッ
セージでお知らせする
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発行
QRコードを読み取ることでその施設等
を利用したことが登録される（情報は
沖縄県が管理）
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STEP１ QRコードの発行申請
沖縄県のホームページからQRコード発行申請サイトにアクセスし、発行申請をしてください。

発行申請をする前に、利用規約を確認してください。
以下の条件をすべて満たしている施設等が対象です。
・ 沖縄県内に所在する店舗、施設又は沖縄県内で実施するイベントであること
・ 感染防止対策を実施し、「感染防止対策徹底宣言」をしていること

業態（選択式）
登録するエリア（北部・中部・南部・宮古・八重山）
事業者名 （例：株式会社○○）

✔ 事業所・店舗名称
（例：居酒屋△△、□□コンサートなど）
郵便番号
住所
電話番号
メールアドレス

沖縄県では、各業界団体及び事業者の自
主的な感染防止対策の取組を「見える化」する
ことで、県民の皆様が安心して暮らせる環境づく
りを推進しています。
感染防止対策を実施した上で、ＱＲコードを
申請していただき、発行された「感染防止対策
徹底宣言（シーサーステッカー）」を印刷のうえ、
施設等に掲示してください。

申請フォームに入力が必要な情報 感染防止対策徹底宣言



「業態」の例
申請フォームの「業態」欄は以下の例を参考に選択してください。

宿泊業
ホテル、民宿、ペンション、ドミトリー など

飲食店
食堂、レストラン、居酒屋、喫茶店 など

社交飲食業
キャバレー、ナイトクラブ、スナック など

生活関連サービス
クリーニング、理容室、美容室、浴場 など

娯楽業
映画館、遊園地
体育館、プール、ボウリング場などの運動施設
麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場

製造業
機械製造業、食品製造業 など

運輸業（※旅客・貨物含む）
鉄道・自動車運送・運送会社・バス・タクシー、
航空輸送・空輸事業・海運事業など
その他
各種イベント（コンサート、ライブなど）、
学習塾、学校、病院、福祉施設 など

情報通信業
ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業 など

小売業
お土産屋、ショッピングモール、家電量販店、百貨店

など



STEP２ QRコードの設置
発行されたQRコード付きチラシをダウンロードし、施設内に掲示してください。

sample

実施内容書も
利用者に見えやすい
位置に掲示してください

sample

QRコードは、
できるだけ利用者が
読み取りやすい
位置に掲示を
お願いします。



利用にあたっての注意事項
QRコード発行申請をする前に、利用規約を確認してください。
利用者（QRコードを登録した県民の皆様）にお知らせするメッセージには、施設や
イベント名、利用日は記載しません。
ただし、メッセージを受け取った利用者からの個別相談では、状況確認のため必要に
応じて施設名等を伝えることもあります。また、クラスター発生のおそれがある場合は、
沖縄県のホームページや報道機関への情報提供により公表することがあります。
QRコードを利用者一人ひとりに配布することはせず、施設やイベント会場内に掲示し
てください。利用していない日に読み取った場合、正しくメッセージが届かなくなるおそれ
があります。
ショッピングモールなどの大型施設の場合は、店舗・施設ごとにQRコード発行申請をし
てください。
それぞれの施設等で使用するQRコードを途中で入れ替えないでください。
施設の利用者には、訪問する度にQRコードを読み取るようご案内ください。
QRコードを不特定多数の方が閲覧できるSNSやインターネット上に掲載しないでくださ
い。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。


